
議案第14号 

 

西海市出張所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

西海市出張所設置条例の一部を改正する条例案を次のとおり提出する。 

 

令和６年２月２９日 提出 

 

              西海市長 杉澤 泰彦   

 

西海市条例第  号 

 

西海市出張所設置条例の一部を改正する条例 

 

西海市出張所設置条例（平成17年西海市条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

 

別表西海市崎戸総合支所平島出張所の項中「830番地」を「734番地」に改め

る。 

 

附 則 

この条例は、令和６年５月１日から施行する。 



議案第14号関係資料 

新旧対照表 

西海市出張所設置条例の一部を改正する条例 

新 旧 

西海市出張所設置条例 

平成17年４月１日 

西海市条例第７号 

 

本則 （略） 

別表（第２条関係） 

西海市出張所設置条例 

平成17年４月１日 

西海市条例第７号 

 

本則 （略） 

別表（第２条関係） 

名称 位置 所管区域 

（略） 

西海市崎戸総合支

所 

平島出張所 

西海市崎戸町平

島734番地 西海市崎戸町平島地区一円 

 

名称 位置 所管区域 

（略） 

西海市崎戸総合支

所 

平島出張所 

西海市崎戸町平

島830番地 西海市崎戸町平島地区一円 

 

 

   附 則 

この条例は、令和６年５月１日から施行する。 
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